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２-０.歴史的風致の概要と分布状況 
 

(１)歴史的風致とは 

 「歴史的風致」とは、歴史まちづくり法第１条において、「地域におけるその固有の歴史及

び伝統を反映した人々の活動と、その活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺

の市街地が一体となって形成してきた良好な市街地の環境」と定義されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)岡崎市の歴史的風致 

 岡崎市の維持・向上すべき歴史的風致は、以下のとおりである。 
 

表２-０-1 岡崎市の歴史的風致 

整理番号 歴史的風致の名称 

2-1 家康公生誕の地にみる歴史的風致 

2-2 東海道を舞台にした信仰･祭礼等にみる歴史的風致 

2-3 瀧山寺鬼祭りにみる歴史的風致 

2-4 岡崎城下の三大祭りにみる歴史的風致 

2-5 郷土食の八丁味噌造りにみる歴史的風致 

2-6 六ツ美地区の稲作儀礼にみる歴史的風致 

2-7 額田地区の山里のくらしにみる歴史的風致 

 

 

図２-０-１ 歴史的風致の構成 

地域におけるその固有の 
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一体となって形成された良好な市街地の環境 
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図２-０-２ 歴史的風致の位置 


